
発議第 ３ 号 

 

名誉町民故後藤純男氏の公葬とする決議 

 

 松伏町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出する。 

 

平成２８年１１月２２日提出  
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松伏町議会議長 佐 藤 永 子 様 



名誉町民故後藤純男氏の公葬とする決議（案） 

 

名誉町民故後藤純男氏は、去る平成２８年１０月１８日ご逝去され、ここに哀悼の意

を表す次第である。 

 昭和５年、千葉県生まれの氏は、昭和７年、金杉村の宝蔵院に転居され幼少時代と青

年時代を同地で過ごされた。青年期は教鞭を執りながら絵の創作活動を続け、昭和２７

年、第３７回日本美術院展覧会で「風景」が初入選された。 

 昭和３８年には、築比地地内にアトリエを構え創作活動を続け、国内外から高い評価

を受け、世界屈指の日本画家として活躍された。 

 氏の作品である「灯ともし頃」は、松伏町印鑑登録証の挿入絵とさせていただいてい

る。また、氏の作品は町内において作品展の開催、役場をはじめ、中央公民館、町内小

中高校などに作品を展示、なかでも中央公民館においては、誰もが鑑賞できるようギャ

ラリーに展示され、多くの町民の芸術文化意識の向上に寄与された。 

大作「大和の雪」では、日本芸術院賞・恩賜賞を受賞され、今後のご活躍も大いに期

待される中、急逝されたことを悼むとともに、ご冥福を祈り、松伏町名誉町民条例第６

条第２号の規定により公葬とする。 

以上、決議する。 

 

平成２８年１１月２２日 

 

埼玉県北 飾郡松伏町議会 


